
 

近江八幡市議会の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沙沙貴神社となんじゃもんじゃの木 

水郷地帯（全国初の重要文化的景

観）を遊覧する手漕ぎ和船 

スペイン・セビリア万博（1992 年）に

復元展示された安土城天主閣 

琵琶湖で最大の有人島である沖島 
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《近江八幡市の誕生》 

 

 近江八幡市は、平成 22 年３月 21 日、 

旧近江八幡市と旧安土町が合併して誕生 

しました。 

旧安土町は、さかのぼること天正４年 

（1576 年）に織田信長公が安土山に五層 

七重の安土城を築城し、天下布武を目指 

した地でありました。 

信長公は楽市楽座令を出して商業を活 

 性化させるだけでなく、街道の１里（約 

 ４ｋｍ）ごとに樹木を植えて行軍の目印 

 とするなどの土木事業にも力を注いでい 

 たと言われています。 

  しかし、本能寺の変で信長公が討たれ、

安土城だけでなく安土山下町中に火が放

たれましたが、３年後の天正 13 年（1585 年）、豊臣秀次公が八幡山に築城した八幡山城

の城下に安土の町衆を引き連れていったと言われています。 

  碁盤の目状に区画整理された八幡山下町中では楽市楽座が継承され、琵琶湖を行き交う

商船はすべて八幡堀を通ることを義務づけるなど、自由商業都市を目指しましたが、謀反

の罪を負わされてわずか５年で城主の座を明け渡すこととなりました。 

  八幡山城でも城主を早くに失いましたが、日本国内だけでなく海外にも商いの手を広げ

た八幡商人（近江商人）を輩出するなど、商業を中心とするまちづくりが行われてきまし

た。 

  このように織田信長公と豊臣秀次公という歴史的な人物が築き上げたまちは、時代を超

えてひとつとなり、新たな一歩を歩みだしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江八幡市第１次総合計画（平成 31 年３月策定） ≪将来のまちのすがた≫ 

 

本市では、全国の自治体に先駆けて、2017 年（平成 29 年）４月に「近江八幡市ＳＤＧｓ

推進本部」を設置し、各分野における持続可能なまちづくり事業の推進を図っているところで

あり、総合計画においても計画を進める上での基本姿勢に位置づけています。 

※ＳＤＧｓ：2030 年に向けての行動計画として国連サミットが採択した 17 の持続可能な開発目標 

人がつながり 未来をつむぐ 
「ふるさと近江八幡」をめざして 
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《国際交流都市・国内交流都市》 

◆国際交流 

  【姉妹都市】 

   アメリカ合衆国ミシガン州グランドラピッズ市（昭和 61 年８月４日調印） 

   大韓民国慶尚南道密陽市（平成６年 12 月１日調印） 

   イタリア共和国マントヴァ市（平成 17 年２月 20 日調印） 

 

  【兄弟都市】 

   アメリカ合衆国カンザス州レブンワース市（平成９年２月１日調印） 

 

  【文化交流提携都市】（平成元年 11 月調印） 

   ヴィラ・ヴィソーサ（ポルトガル） 

   トレド（スペイン） 

   サラゴサ（スペイン） 

   バルセロナ（スペイン） 

   イモラ（イタリア） 

   ジェノバ（イタリア） 

   フェラーラ（イタリア） 

   リヴォルノ（イタリア） 

 

 ◆国内交流 

  【夫婦都市】 

   静岡県富士宮市（昭和 43 年８月３日調印） 

 

  【姉妹都市】 

   北海道松前郡松前町（昭和 59 年 10 月３日調印） 

 

  【友好都市】 

   北海道檜山郡上ノ国町（平成９年 11 月１日調印） 

 

 

 

 

イタリア共和国マントヴァ市も文化

交流提携都市として調印しましたが、

平成 17 年に姉妹都市となりました。 
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１．近江八幡市の概況                             

① 位置と地勢 

  滋賀県のほぼ中心に位置し、北は琵琶湖、東は東近江市、南は竜王町、西は野洲市に接

しています。また琵琶湖で最大の有人島である沖島（沖ノ島）があります。 

  面積は 177.45 ㎢（内 琵琶湖水面 76.03 ㎢を含む）で滋賀県全体の 4.4％を占めます。

市域には、北部に長命寺山、八幡山、東部に安土山、繖山（きぬがさやま）、箕作山（みつ

くりやま）、南部に瓶割山（かめわりやま）、雪野山など、標高 200～400ｍの美しい山々

があり、市域の中央部に白鳥川、東部に蛇砂川、長命寺川、山本川、西端に日野川が流れ、

それぞれ琵琶湖に流入しています。 

  北東部に広がるラムサール条約の登録湿地である西の湖は、琵琶湖で最も大きい内湖で

あり、ヨシの群生地である水郷地帯は琵琶湖八景の一つに数えられ、水と緑に恵まれた美

しい風景と歴史風土に恵まれた地域です。 

 

② 交通の状況 

  鉄道は、市域の中央部にＪＲ東海道本線（琵琶湖線）、近江鉄道がとおり、ＪＲ安土駅、

ＪＲ近江八幡駅、ＪＲ篠原駅の３駅は、東近江地域の玄関口となっています。幹線道路は、

市域の南側に国道８号、中央部に主要地方道大津能登川長浜線、琵琶湖岸にはさざなみ街

道（湖周道路）などがあります。 

 

③ 歴史文化 

  この地は古くから農業を中心に栄え、古く弥生時代の農耕集落「大中の湖南遺跡」、そし

て中世城郭を代表する日本最大の山城「観音寺城跡」、天下の名城「安土城跡」など、各時

代を代表する国の史跡が点在しています。【㈶日本城郭協会の「日本の 100 名城」に認定】 

さらに近江風土記の丘、美しい水郷の風景が広がる西の湖、近江商人のまちなみなどの

伝統的な建造物（重要伝統的建造物群保存地区）など数多くの歴史遺産があり、「沙沙貴ま

つり」や「左義長まつり」など、城下町の薫り高い伝統文化が脈々と受け継がれています。

さらには、江戸と京都を結ぶ幹線であった中山道、朝鮮通信使が通った朝鮮人街道沿いに

できた街道文化や景観は、今日も各所で受け継がれています。 

なお、八幡堀と西の湖一帯は「近江八幡の水郷」として重要文化的景観の全国第一号に

選定されています。 
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④ 人口・世帯数の状況 

過去の人口推移をみると、高度経済成長にともない昭和 45 年以降に急激な人口増加が

始まりましたが、平成 22 年の国勢調査の 81,738 人をピークに、平成 27 年の国勢調査以

降、減少が続いています。 

また年齢構成をみると、全国傾向と同様に急速な高齢化が進展し、令和２年には 65 歳

以上人口の割合は 28.0％となり、今後も増加が予想されます。 

世帯数についても全国傾向と同様に核家族化が進み、増加傾向にあります。 

 

■国勢調査での人口・世帯数の推移 

 15 歳未満 15～64 歳 65 歳以上 合計 世帯数 

平成 17 年 
11,492 人 53,506 人 15,316 人 80,610 人 

26,970 
14.3% 66.4% 19.0% 100.0% 

平成 22 年 
11,614 人 52,044 人 17,610 人 81,738 人 

28,617 
14.2% 63.7% 21.5% 100.0% 

平成 27 年 
11,752 人 48,372 人 20,726 人 81,312 人 

29,784 
14.5% 59.5% 25.5% 100.0% 

令和 2 年 
11,335 人 46,578 人 22,493 人 81,122 人 

31,403 
14.1% 57.9% 28.0% 100.0% 

＊総人口は、年齢不詳を含むため、年齢３区分人口と一致しません。 

 

 

 

  令和５年４月１日現在（住民基本台帳調べ） 

人 口 ８１，６６９人 （男性 40,126 人：女性 41,543 人） 

世帯数 ３５，１９５世帯 
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⑤ 産業の動向 

（ア） 産業別就業人口（資料：国勢調査） 

就業人口は平成 12 年国勢調査をピークに減少傾向にあるものの、全国傾向と同様に高

齢化が進んでいることが推測されます。産業別就業人口においては平成 17 年に第一次産

業就業者数が持ち直していますが、その後の推移は減少傾向にあります。 

 

■産業別就業人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業所数の推移 
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（イ） 農業・漁業（資料：農林業センサス） 

農業は、北部の干拓地や広範囲に広がる優良農地を背景に、水稲、畜産などを中心とし

て発展してきましたが、農家数は減少を続け、令和 2 年では 897 戸となっています。 

経営耕地面積も減少していますが、農業従事者数の減少の方が顕著であり、農家一戸あ

たりの経営耕地面積は増加しています。 

また、本市は琵琶湖で最大の漁獲高を誇る沖島をはじめ複数の漁業協同組合があります

が、いずれも高齢化及び後継者不足により経営体数及び従業者数は減少しています。 

 

■経営耕作地面積及び農家数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土地利用の状況 （令和２年 1 月 1 日時点） 
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（ウ） 工業（資料：工業統計調査） 

工業は、主に国道８号沿いの工業団地を中心に構成されており、令和元年の工業の事業

所数は、86 事業所、製造品出荷額は約 24,894 千万円となっており、事業所数は減少傾向

にありますが、製造品出荷額は平成 30 年に一時増加しました。 

 

■製造品出荷額の推移    

（千万円） （事業所） 
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（エ） 観光（資料：滋賀県観光入込客統計調査書） 

ラムサール条約の登録湿地である琵琶湖や西の湖に代表される豊かな自然、近江商人ゆ

かりの八幡堀や重要伝統的建造物群保存地区、多くの神社仏閣や安土城跡などの歴史文化

遺産に恵まれ、また、近江牛や琵琶湖の湖魚料理の一つであるふなずしなど特産物も多い

地域です。 

近年は、ＮＨＫ大河ドラマや民放テレビ局のドラマの舞台に取り上げられることも多く、

多くの観光客がこの地域を訪れられますが、平成 21 年以降は、若干の減少傾向にありま

したが、平成 27 年に新たな購買施設がオープンし、大幅増となりました。また、ＮＨＫ大

河ドラマに関連付けた滋賀県観光キャンペーンの展開等により、近年は増加傾向にありま

したが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、大幅な減少となり

ましたが、令和３年度にはやや回復の傾向がみられました。 

 

 ■観光客入り込み客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（千人） 
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２．近江八幡市議会の概要                           

 

◆議員の定数 ２２人 

現員数   ２２人  

 

◆会派別・党派別議員数 （令和５年５月２２日現在） 

 

 

 

 

 

      

 

◆常任委員会等  

委 員 会 名 定数 所 管 事 項 

総 務 常 任 委 員 会 ７ 

総合政策部・総務部・安土町総合支所・会計管理者・監査

委員・選挙管理委員会・公平委員会・固定資産評価審査委

員会・総合医療センターの所管に属する事項及びその他

の委員会に属さない事項。 

教育厚生常任委員会 ７ 
福祉保険部・子ども健康部・教育委員会の所管に属する事

項。 

産業建設常任委員会 ７ 
市民部・都市整備部・産業経済部・水道事業所・農業委員

会の所管に属する事項。 

予 算 常 任 委 員 会 ２２ 一般会計予算に関する事項 

 

議 会 運 営 委 員 会 ７ 地方自治法第１０９条の第３項に掲げる事項 

 

 

会  派 人 員 会  派 人 員 

創 政 会  ８人 近江八幡維新の会 １ 人 

政 翔 会 ４人 チームはちま ん １ 人 

育 政 会 ２人 ひ む れ ク ラ ブ １ 人 

公 明 党 ２人 凛 成 会 １ 人 

日 本 共 産 党 ２人   
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◆常設委員会  

議 会 改 革 推 進 委 員 会 １５ 
近江八幡市議会基本条例に基づき、議会改革を推し

進めるために設置 

広 報 広 聴 委 員 会 １２ 

市議会の活動及び審議状況を市民に周知するため、

また、市民参加および市民との連携の充実をはかる

ために設置 

 

 

◆特別委員会  

市庁舎整備等特別委員会 １２ 
市庁舎及び周辺整備に係る取り組みを検討するため

に設置 

 

 

◆会議録・議会報 

会 議 録 
38 部を作成し、議員および各部・情報公開コーナー・支所等に配布のほ

か、インターネットによる公開を実施（会議録検索システム）。 

議会だより 

年４回、市の広報紙に折込みのうえ全戸配布（30,200 部） 

Ａ４判 全面４色刷  20 ページ（発行ごとに変更される場合あり） 

市ホ－ムページにも掲載。 

議会中継等 

生 中 継…① ㈱ＺＴＶの行政チャンネルで生中継 

     ② YouTube によるネット配信 

〔①平成 24 年第１回６月定例会から実施〕 

録画放送…① ㈱ＺＴＶの行政チャンネルで録画放送 

② 会議録とリンクさせ、ネット上での録画配信 

〔①平成 24 年第１回６月定例会から実施〕 

そ の 他…閉会後、㈱ＺＴＶの行政チャンネルで定例会の概要報告の 

番組を放映 
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◆議会報告会 

近江八幡市議会基本条例に基づき、市民に開かれた議会とするため、議会報告会を開催

しています。 

 

回 開催日 開催内容 
参
加
人
数 

概 要 

14 令和 4 年 

10 月 15 日（土） 

10 月 1６日（日） 

 

・各常任委員会報告 

・市政に関するアンケート 

会場：平和堂篠原店前 

   近江八幡駅北口 

   安土フレンドマート前 

   近江八幡駅南口 

－ 令和４年度の議会報告会は、広聴に重点を置

いて、議員が街頭に出向き実施いたしました。

各常任委員会からの報告の後、財政、医療、教

育、子育て、防災、環境等の中から、関心の高

いテーマを選択いただき、市政に冠するご意

見をお聞きしました。 

13 令和 3 年 

11 月 14 日(日) 

11 月 21 日(日) 

 

令和 4 年 

2 月 17 日(木)

～         

・市民アンケート調査 

 子育て世代を中心に市政に関するア

ンケートを実施 

 

・YouTube での動画配信及び市議会 

 ホームページに掲載 

１年間の議会活動の報告 

－ 令和３年度の議会報告会は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため、密を避け屋外に

おいて、議員が市民の皆さまにボードを使用

して質問をするアンケート形式で行いまし

た。また、年度末には１年間の議会活動の内

容について、YouTube 配信と本市議会のホー

ムページに掲載しました。 

12 令和 3 年 

2 月 16 日(火) 

・YouTube での動画配信 

 本市議会の紹介及び市内中学校の生

徒会からの質問・意見についての回

答等 

－ 令和２年度の議会報告会は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため、従来の対面方式

での開催を変更し、市内中学校（５校）の生徒

会から事前に議会に対する質問・意見を受付

け、その内容に対する回答を収録し、YouTube

で配信することとしました。 

11 令和 2 年 

1 月 26 日(日) 

・・市議会スライド上映 

  市議会って何してるの？ 

・広聴コーナー 

・キッズコーナー 

 絵本の読み聞かせ、塗り絵等 

92 令和元年度の議会報告会は、イオン近江八幡

においてカフェ方式にて行いました（出入り

自由）。前年度までの開催手法を改め、ショッ

ピングセンターという多世代の人が行き交う

場で、自由参加の議会報告会を開催しました。 

10 平成 31 年 

1 月 19 日(土) 

・各常任委員会から活動報告 36 平成30年度の議会報告会は、２部構成で開催

しました。第１部は各常任委員会（総務・教育

厚生・産業建設）から今年度の活動報告を行

い、第２部は各常任委員会ごとに意見交換会

のテーマを設定し、参加いただいた皆さまと

意見交換をさせていただきました。 

意見

交換

会 

総務常任委員会 

「新庁舎建設について」 

19 

教育厚生常任委員会 

「市民の健康づくりについて」 

10 

産業建設常任委員会 

「地域防災について」 

7 
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◆報酬費用弁償等 

（１） 報酬                             （単位：円） 

＊：合併当初は旧市の議員報酬と旧町の議員報酬が異なっていましたが、平成 23 年 1 月 1 日 
から 350,000 円に統一されました。≪H22.12.20 議決≫ 

   

（２）研修旅費  

 

委 員 会 金  額  等 

常任委員会 年間１人当たり 70,000 円以内 

特別委員会 年間１人当たり 20,000 円以内 

議会運営委員会 年間１人当たり 50,000 円以内 

 

（３）政務活動費  

 年間１人当たり 240,000 円 

各会派に半期毎に前払いで支給。（１人会派も認める。） 

    収支報告書をホームページで公開 

     

（４）その他費用弁償  

支給なし 

 

 

   施行日 

職名 

新市発足当初 

（Ｈ22.3.21 合併） 

Ｈ23.5.1～ 

（Ｈ22.12.20 議決） 

R5.８.1～ 

（R5.7.13 議決） 

議 長 440,000 455,000 475,000 

副議長 387,000 400,000 412,000 

議 員＊ 
350,000 

  （185,000） 
360,000 376,000 

市 長 840,000 880,000 880,000 

副市長 710,000 730,000 730,000 

教育長 670,000 685,000 685,000 



 - 13 - 

◆質疑・質問 

（１）発言日数  議会運営委員会において、その都度協議 

 

（２）発言区分  代表質問および個人質問 

 

（３）発言者数  代表質問 ２名以上の会派で１名以内 

         個人質問 すべての議員（代表質問をした議員は除く） 

 

（４）発言時間  代表質問 １会派につき 30 分＋会派員数×５分 

         個人質問 １名につき 30 分以内 

 

（５）発言順序  定例会・臨時会 

   代表質問 多数会派より 

                ＊ただし、同一人数の会派が２以上ある場合の順序は、 

当該会派ごとの輪番制。 

               個人質問 抽選 

 

 

 

◆事務局体制 

  局長（１人）   次長（１人）    議事担当（１人） 

                     政務調査担当（１人） 

                    （会計年度任用職員１人） 
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近江八幡市議会基本条例 

平成 23 年第１回市議会定例会（３月）において議員提案により「近江八幡市議会基本条

例」が全会一致で可決され、４月１日から施行されました。 

 

 条例の組み立て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議会の市民参加 

市民が意見を述べることのできる懇談会、議会報告会等を開催し、市民との意見交換に 

より政策提案の拡大を図ること。 

 議員の質問に対する市長等の「反問」 

本会議等において、議論の争点や論点を明らかにし、市民等にわかりやすい議論とする

ため、市長等が質問の趣旨等の確認のため、議長の許可を得て逆に質問ができること。 

 議員間の自由討議 

現在でも行われていますが、今後さらに活発な自由討議が重要であるとの考えから、議

員間の自由討議を明確にしたこと。 

 執行機関に政策の立案・提案を行うとともに、市民に開かれた議会を目指す 

議会は、市民の多様な意見を市政に反映させるため、積極的に施策の立案及び提案を行

うこと。また、公正性・透明性が確保され、市民に開かれた議会を目指す。 

 会議は公開 

議会は、活動に関する情報を積極的に市民に公表し、透明性を高めるため、本会議のほか全

ての会議を原則公開する。ただし、議長等が非公開と決定したときはこの限りでない。 

 

 

 

前文 

第 １ 章 総則（第１条） 

第 ２ 章 議会及び議員の活動原則（第２条－第４条） 

第 ３ 章 市民と議会の関係（第５条） 

第 ４ 章 議会と行政の関係（第６条－第９条） 

第 ５ 章 討論の尊重（第 10 条） 

第 ６ 章 委員会の活動 

第 ７ 章 議会及び議会事務局の体制整備（第 12 条－第 15 条） 

第 ８ 章 政務活動費（第 16 条） 

第 ９ 章 議員の政治倫理、身分及び待遇（第 17 条－第 19 条） 

第１０章 他の条例との関係及び見直し手続（第 20 条・第 21 条） 
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近江八幡市議会議員政治倫理条例 

平成 31 年第１回市議会定例会（３月）において議員提案により「近江八幡市議会議員政治

倫理条例」が全会一致で可決され、４月１日から施行されました。 

 

 条例の組み立て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 目的 

近江八幡市議会議員が市民の厳粛な信託により付託を受けたものとして、議員の権限及

び影響力を不正に行使することがないように、二元代表制の原則のもと公平で公正な民主

主義を体現する者としての自覚を持って、議員の倫理意識の向上及びその確立に努めるこ

とを目的とする。 

 議員の責務 

議員は、市民全体の代表者として、市民の倫理及び良心の模範となるように努めるとと

もに、その役割及び社会に対する責任を深く自覚しなければならない。 

 政治倫理の宣誓 

  議員は、政治倫理に関する研修を受け、議員政治倫理条例を遵守する宣誓書を議長に提出。 

 政治倫理基準 

  議員が遵守しなければならない政治倫理の基準を規定。上位法の遵守とともに、地位を

利用した金品等の授受、職員の採用及び異動等の関与、人権侵害及び議員の品位を貶める

ような行為、公租公課等の滞納、役員就任にかかる利益誘導等、特定の者に対する有利な

働きかけ、公正な職務執行を妨げる不当な行為等の行為を行わないこと。 

第 １ 条 目的 

第 ２ 条 議員の責務 

第 ３ 条 政治倫理の宣誓 

第 ４ 条 政治倫理基準 

第 ５ 条 審査の請求 

第 ６ 条 審査会の設置 

第 ７ 条 委員長等 

第 ８ 条 会議 

第 ９ 条 専門的知見の活用 

第１０条 議員の協力義務 

第１１条 審査会の審査 

第１２条 審査の報告及び公表 

第１３条 審査後の措置 

第１４条 その他 
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 審査の請求 

  政治倫理基準に違反する疑いがある議員があるときは、議員定数の３分の１以上（８名

以上）の連署で、議長に対して審査を請求できる。議長は、議員政治倫理審査会に審査を

付託する。 

 審査会の設置 

  審査会は議員定数の３分の１以上（８名以上）で構成され、委員は議員の中から議長が

指名。審査の請求をした議員は委員になることができない。 

 委員長等 

  審査会は委員長及び副委員長は委員の互選。 

 会議 

  審査会の会議は委員長が招集し議長となる。会議の議事は、出席した委員の過半数で決

する。 

 専門的知見の活用 

  必要がある場合は、学識経験者等に審査請求事案を調査できる。 

 議員の協力義務 

  審査の対象とされた議員は、審査会又は学識経験者等から請求があるときは審査に関係

する資料と提出し、説明する等の協力義務を規定。 

 審査会の審査 

  審査会は、審査の請求に対し、その適否及び政治倫理基準に違反する行為の存否につい

て審査する。会議は公開とするが、出席委員の過半数の同意により、会議を非公開とする

ことが可能。 

 審査の報告及び公表 

  審査会は、請求された審査の事案の審査を終えたときは、議長にその結果を報告する。

議長は、その概要を公表する。 

 審査後の措置 

  議会は、審査の報告を尊重する。審査対象議員は、その報告を厳粛に受けとめ、市民及

び議会に対し信頼回復のために必要な措置を講じなければならない。 

 その他 

  条例施行に必要な事項は、議長が規則で定める。 
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近江八幡市議会業務継続計画（議会ＢＣＰ） 

市議会において、大規模災害または感染症の大規模流行等が発生した際、市災害対策本部

と連携し、市民の安全・安心の確保や被害の拡大防止、議会機能の早期回復を図ることを目

的に、二元代表制の一翼を担う議会及び議員の対応について必要な事項を定めた「近江八幡

市議会業務継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan）」を令和４年２月に策定しました。 

 

 計画の主な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜目的＞ 

大規模災害などの非常時においても、二元代表制の趣旨に則り、議事・議決機関、住民

代表機関として議会が、迅速な意思決定と多様な市民ニーズの反映に資するという議会の

機能維持を図るため、必要となる組織体制や議員の行動基準などを定めた市議会業務継続

計画を策定するものである。 

＜計画の概要＞ 

 災害発生時の議会及び議員等の役割と行動基準 

○議会、議員の役割                          

   議会は、様々な災害等の種別、時期や程度を想定し、その対応が図れるよう体制を整

１ 目的 

２ 対象とする災害等 

３ 災害時の議会及び議員の役割 

４ 災害等発生時の議会・議員等の行動基準 

５ 業務継続計画行動基準 

６ 業務継続（感染防止）体制の構築 

７ 感染予防対策について 

８ 感染者及び濃厚接触者に関する対応と情報公開 

９ 議員等が被災又は感染した場合の議会運営 

１０ 議会ＢＣＰの弾力的な運用 

１１ 議会ＢＣＰを運用するための環境整備 

１２ 議会ＢＣＰの見直し  

〇大規模災害発生時における議会、議員の役割を明確にする。 

〇大規模災害等が発生して人員、物、情報等の不足といった制約がある中でも、議会とし

ての初動期の行動基準、災害対策活動の支援、議会機能維持手順を予め定めておき、災

害等発生時においても議会機能を果たすことができるようにする。 

〇また、議員や事務局職員が感染症に感染した場合、感染のおそれがある場合に取るべき

対応を明確にする。 
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える。議員は災害発生時には地域の一員として救援・救護などの初動対応に従事する。 

○市との連携・協力                            

   災害対応に実質的かつ主体的に当たるのは行政であり、行政が初動及び応急対応にで

きるよう配慮が必要である。議会は、自らの役割を踏まえ、議会内の体制整備と併せて

市との協力、連携体制を構築する。 

○議会災害連絡会議の設置                         

   議長の判断により対策連絡会議を設置し、会議構成員を招集する。議員からの情報提

供、収集事項は災害連絡会議が集約する。 

 ○安否確認方法と確認事項                       

   議員は、自身や家族等の安全を確保し、自身の安否とその居所及び連絡先等を事務局

に連絡する。 

○災害発生時期に応じた活動内容の整理                             

   災害時及び感染症の発生段階の定義、行動基準、行動内容、参集時の判断基準など具

体的に明記し、迅速な行動を図る。 

 会議運営の判断基準及び対応                    

   議員及び事務局職員が被災あるいは感染した場合の行動と本会議、臨時会、委員会等

の会議運営の対応を明記する。 

 審議を行う環境の確保・整備                       

   審議を継続するため、庁舎、通信設備、情報システム、備蓄品など課題を明記し、計画 

  的に整備を図る。 
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３．令和５年度予算規模                            
 

《会計別予算額》 

                                      （単位：千円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和４年度は当初予算額（骨格予算）と６月補正予算額のうち、一部（肉付け予算）の合計額です。 

 

一般会計の予算総額は対前年度２２．５億円増（６．３％増）の３８０億９，０００万円とし

ました。これは第７９回国スポ・障スポ大会に向けた野球場改修の本格化や、市長公約であ

る子ども医療費の高校生年齢拡大、および社会保障関係経費の自然増等により、令和４年度

と比べ増額となったことによるものです。 

   特別会計については、特別会計全体で対前年度４億４，７９０万円増（２．８％増）の１

６５億７，６００万円としました。後期高齢者医療特別会計では、令和４年度とほぼ横ばい

としているものの国民健康保険特別会計では、対前年度１億４，７００万円増（１．８％増）

の８１億８，７００万円とし、介護保険事業特別会計（保険事業勘定）については、高齢化の

進行に伴い予算額が年々増加していることから、対前年度３億１千万円増（４．６％増）の

７１億２，０００万円としました。 

 企業会計については、企業会計全体では、対前年度６億９，６４３万円増（３．０％増）の

２４２億８，２５９万３千円としました。病院事業会計では、入院・外来患者の増加に伴う

各費用の増加等により対前年度４億１，５８９万７千円増（２．５％増）とし、水道事業会計

では、重要管路耐震化事業の本格化等により対前年度４億１，６１８万３千円増（1５．５％

増）とし、下水道事業会計では、降雨による浸水被害対策事業費等の減少により対前年度１

億３，５６５万円減（３．１％減）としました。 

  一般会計・特別会計・企業会計を含めた予算総額は、対前年度３３億９，９３０万９千円

増（４．５％増）の７８９億４，８５９万３千円としました。 

一 般 会 計 38,090,000 35,835,021 2,254,979 6.3

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 8,187,000 8,040,000 147,000 1.8

介 護 認 定 審 査 会 共 同 設 置 事 業 特 別 会 計 33,600 33,300 300 0.9

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
（ 保 険 事 業 勘 定 ）

7,120,000 6,810,000 310,000 4.6

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
（ サ ー ビ ス 事 業 勘 定 ）

10,600 11,700 △ 1,100 △9.4

文 化 会 館 事 業 特 別 会 計 79,800 95,100 △ 15,300 △16.1

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 1,145,000 1,138,000 7,000 0.6

特　別　会　計　　　小　　　　計 16,576,000 16,128,100 447,900 2.8

水 道 事 業 会 計 3,097,320 2,681,137 416,183 15.5

下 水 道 事 業 会 計 4,204,982 4,340,632 △ 135,650 △3.1

病 院 事 業 会 計 16,980,291 16,564,394 415,897 2.5

企　業　会　計　　　小　　　　計 24,282,593 23,586,163 696,430 3.0

合　　　　　　　　　　　　　計 78,948,593 75,549,284 3,399,309 4.5

当初予算額 (A) 当初予算額 (B) 増 減 (A－B) 伸　率

区　　　　　　　分
令和５年度 令和４年度 比            較
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《一般会計 歳入内訳》                   

（単位：千円、％） 

 

 

 

 

 

11,342,000 29.8 11,103,000 31.0 239,000 2.2

個 人 市 民 税 4,082,000 10.7 3,981,000 11.1 101,000 2.5

法 人 市 民 税 577,000 1.5 542,000 1.5 35,000 6.5

固 定 資 産 税 5,252,000 13.8 5,179,000 14.5 73,000 1.4

軽 自 動 車 税 287,000 0.8 285,000 0.8 2,000 0.7

市 た ば こ 税 460,000 1.2 454,000 1.3 6,000 1.3

入 湯 税 11,000 0.0 8,000 0.0 3,000 37.5

都 市 計 画 税 673,000 1.8 654,000 1.8 19,000 2.9

217,000 0.6 220,000 0.6 △ 3,000 △ 1.4

5,000 0.0 10,000 0.0 △ 5,000 △ 50.0

36,000 0.1 30,000 0.1 6,000 20.0

20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0

150,000 0.4 92,000 0.3 58,000 63.0

1,650,000 4.3 1,550,000 4.3 100,000 6.5

32,000 0.1 36,000 0.1 △ 4,000 △ 11.1

98,000 0.3 90,000 0.3 8,000 8.9

5,950,000 15.6 5,500,000 15.3 450,000 8.2

普 通 交 付 税 5,350,000 14.0 4,900,000 13.6 450,000 9.2

特 別 交 付 税 600,000 1.6 600,000 1.7 0 0.0

11,000 0.0 11,000 0.0 0 0.0

170,616 0.4 168,984 0.5 1,632 1.0

615,322 1.6 606,605 1.7 8,717 1.4

6,052,507 15.9 5,734,576 16.0 317,931 5.5

3,132,242 8.2 3,087,887 8.6 44,355 1.4

369,025 1.0 241,644 0.7 127,381 52.7

2,000,180 5.3 2,000,180 5.6 0 0.0

3,544,915 9.3 3,348,178 9.3 196,737 5.9

財 政 調 整 基 金 繰 入 金 670,000 1.8 546,765 1.5 123,235 22.5

公共施設等整 備基 金繰 入金 269,597 0.7 158,551 0.4 111,046 70.0

ふ る さ と 応 援 基 金 繰 入 金 2,221,089 5.8 2,391,935 6.7 △ 170,846 △ 7.1

そ の 他 の 基 金 繰 入 金 384,229 1.0 250,927 0.7 133,302 53.1

1 0.0 1 0.0 0 0.0

701,492 1.8 794,566 2.2 △ 93,074 △ 11.7

1,992,700 5.2 1,190,400 3.3 802,300 67.4

う ち 臨 時 財 政 対 策 債 250,000 0.7 550,000 1.5 △ 300,000 △ 54.5

38,090,000 100.0 35,835,021 100.0 2,254,979 6.3

令 和 ４ 年 度 比            較

増　　減
区　　　　　　　分

伸　率

歳　　入　　合　　計

市 債

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

県 支 出 金

諸 収 入

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

分 担 金 及 び 負 担 金

令 和 ５ 年 度

市 税

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

当 初 予 算 額当 初 予 算 額 構 成 比

法 人 事 業 税 交 付 金

環 境 性 能 割 交 付 金

構 成 比

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
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《一般会計 歳出内訳（目的別）》 
                

（単位：千円、％） 

 

 

 

議 会 費 251,729 0.7 245,478 0.8 6,251 2.5

総 務 費 6,725,783 18.9 5,372,127 16.3 1,353,656 25.2

民 生 費 14,288,656 40.2 13,871,895 42.2 416,761 3.0

衛 生 費 3,419,659 9.6 3,282,655 10.0 137,004 4.2

労 働 費 29,094 0.1 27,103 0.1 1,991 7.3

農 林 水 産 業 費 1,119,951 3.2 1,078,248 3.3 41,703 3.9

商 工 費 270,791 0.7 242,891 0.7 27,900 11.5

土 木 費 2,693,439 7.6 2,592,201 7.9 101,238 3.9

消 防 費 899,828 2.5 895,758 2.7 4,070 0.5

教 育 費 3,327,898 9.4 2,767,097 8.4 560,801 20.3

公 債 費 2,463,172 7.0 2,474,547 7.5 △ 11,375 △ 0.5

予 備 費 30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0

35,520,000 100.0 32,880,000 100.0 2,640,000 8.0

２

４

３

５

款

１

１０

当 初 予 算 額 構 成 比

令 和 ４ 年 度 令 和 ３ 年 度

当 初 予 算 額 構 成 比

歳　　出　　合　　計

６

７

８

９

１２

１４

比 較

増 減 伸 率
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《年度別市債および基金残高一覧（一般会計）》           

 

            （単位：千円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

※  令和３年度までは決算、令和４年度は３月補正後予算額（市債は前年度からの繰越分含む）、

令和５年度は当予算での年度末残高見込みです。 

※ 人口：各年度末（３月３１日）人口（外国人登録者を含む）の合計です。 

    ：令和４、５年度末は令和４年3月末日現在人口（外国人登録者を含む）としています。 

 

平成３１年度末
(令和元年度末)

令和２年度末 令和３年度末 令和４年度末 令和５年度末

普 通 債 12,102,257 11,466,777 10,782,761 10,033,000 10,778,334

災 害 復 旧 債 8,704 7,215 5,625 4,034 2,442

赤 字 補 填 債 14,722,240 14,600,848 14,373,630 13,064,357 11,960,538

26,833,201 26,074,840 25,162,016 23,101,391 22,741,314

△ 4.9 △ 2.8 △ 3.5 △ 8.2 △ 1.6

327,162 317,162 307,435 282,258 277,858

財 政 調 整 基 金 4,162,332 4,049,723 5,062,152 4,774,506 4,106,064

減 債 基 金 3,035,062 3,039,159 3,241,996 3,243,633 3,245,339

特 定 目 的 基 金 10,343,362 11,919,160 14,757,265 16,385,557 15,928,285

公 共 施 設 等
整 備 基 金

3,982,896 3,991,349 4,768,764 5,184,644 5,155,040

福 祉 基 金 79,350 80,885 75,837 76,498 76,104

ふ る さ と 水
と 土 基 金

15,683 15,683 0 0 0

退 職 手 当 基 金 680,469 681,435 682,149 682,661 833,159

ふるさと応援 基金 4,616,275 6,319,312 8,552,262 7,760,050 7,544,064

ふるさと創生 基金 91,313 91,442 91,538 91,607 91,674

安土墓地公園 基金 34,160 34,829 40,045 45,514 46,755

歴 史 ま ち づ く り
基 金

35,737 35,804 35,842 35,869 35,896

文化的景観の保全・再

生 ・ 創 出 基 金
682 0 0 0 0

改 良 住 宅 基 金 80,442 84,668 90,747 89,317 87,803

大 災 害 支 援 基 金 75,207 75,313 75,392 75,449 75,505

農 業 振 興 基 金 32,134 31,792 29,988 28,449 26,908

子 ど も ・ 子 育 て
支 援 基 金

619,014 476,648 314,701 2,315,499 1,955,377

17,540,756 19,008,042 23,061,413 24,403,696 23,279,688

14.9 8.4 21.3 5.8 △ 4.6

213,865 231,205 281,769 298,170 284,436

82,018 82,213 81,845 81,845 81,845

特

定

目

的

基

金
（

内

訳
）

市
債
（

借
金
）

市民１人あたり（円）

合 計

伸 率

市民１人あたり（円）

合 計

伸 率

基
金
（

貯
金
）

人口（人）
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令和３年度決算分析指数等                
 

    （単位：千円・％）                      

標 準 財 政 規 模 19,727,431 実 質 収 支 比 率 5.6 

 
うち臨時財政対

策債発行可能額 
1,429,411 経 常 収 支 比 率 85.6 

基 準 財 政 収 入 額 9,986,341  

減税補てん債及び臨時

財政対策債を経常一般

財 源 か ら 除 い た 率 

90.2 

基 準 財 政 需 要 額 15,640,504   

財政力指数 0.671   

積立 
金現 
在高 

財政調整基金 5,062,152   

減 債 基 金        3,241,996 積 立 金 現 在 高 比 率 116.9 

その他特定目的基金 14,757,265 地 方 債 現 在 高 比 率 127.5 

土地開発基金現在高 1,159,407   

地 方 債 現 在 高 25,162,016 債 務 負 担 行 為 額 9,164,677 

 

健全化判断比率 

 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 
実質公債費比率 

将来負担比率 
R1、R2、R3 単年度 

3 カ年平均 

令和 3 年度 ― ― 1.5 0.9 1.1 1.1 ― 

令和２年度 ― ―    1.5 ― 

 

30.R1.R2 
３カ年平均 


